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【公表番号】特表2009-539235(P2009-539235A)
【公表日】平成21年11月12日(2009.11.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-045
【出願番号】特願2009-512410(P2009-512410)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年9月14日(2012.9.14)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　一つの好適な形態では、支持フレームは基本的には、一般的に半田金属から作られたバ
ンプ又はスタッドバンプの金属に適合された熱膨張係数を有する金属から作成される。こ
のために、銅、ニッケル、銀、又は金が良く適しており、またこれらは簡単な構成により
電解積層することができる。支持フレームは、相違する材料からなる複数の層から組み立
てることもでき、この場合には全ての層について平均した熱膨張係数がバンプのそれと十
分に適合される。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気配線を有する単層又は複層のキャリア基板（ＴＳ）と、
　バンプ（ＢＵ）を利用したフリップチップ技術により前記キャリア基板（ＴＳ）に実装
され、前記配線と電気的に接続され、その前記キャリア基板（ＴＳ）と対向する表面に素
子構造体（ＢＥＳ）を有する素子チップ（ＢＣ）と、
　前記キャリア基板と前記素子チップとの間に配置され、その高さが前記バンプ（ＢＵ）
に適合され、平坦な又は平坦化された面を有し、前記素子チップ（ＢＣ）の底面と密着し
、金属を含む支持フレーム（ＳＲ）と、
　前記素子チップ（ＢＣ）の底面端部と前記支持フレーム（ＳＲ）との間の、フィルムで
シールされた結合領域と、
を備えることを特徴とする電気素子。
【請求項２】
　少なくとも前記素子チップ（ＢＣ）の底面端部と前記支持フレーム（ＳＲ）との間の前
記結合領域は金属層でシールされていることを特徴とする請求項１に記載の素子。
【請求項３】
　前記金属層は前記支持フレーム（ＳＲ）の金属を終端させることを特徴とする請求項１
および２に記載の素子。
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【請求項４】
　前記金属層は前記素子チップ（ＢＣ）を終端させることを特徴とする請求項３に記載の
素子。
【請求項５】
　前記素子チップ（ＢＣ）の前記素子構造体（ＢＥＳ）の反対側の背面は、前記支持フレ
ームを終端させるラミネートフィルム（ＬＦ）で覆われていることを特徴とする請求項１
ないし４の何れか１項に記載の素子。
【請求項６】
　前記ラミネートフィルム（ＬＦ）上に配置された背面メタライゼーション構造体（ＲＭ
）を更に備えることを特徴とする請求項５に記載の素子。
【請求項７】
　前記支持フレームと高さが適合する支持要素と、前記支持フレーム内の前記素子チップ
及びキャリア基板の間に配置された材料と、を更に備えることを特徴とする請求項１ない
し６の何れか１項に記載の素子。
【請求項８】
　前記金属層上又は前記ラミネートフィルム上に配置され、表面を平坦化された樹脂カバ
ーを更に備えることを特徴とする請求項１ないし７の何れか１項に記載の素子。
【請求項９】
　素子チップ（ＢＣ）に対する複数の実装場所（ＥＰ）を有し、素子チップ（ＢＣ）の電
気的接続のための金属接合面（ＡＦ）が各実装場所に設けられたキャリア基板（ＴＳ）を
用意する工程と、
　各実装場所を囲むフレーム構造体（ＲＳ）を形成する工程と、
　前記フレーム構造体（ＲＳ）を機械的方法により平坦化する工程と、
　前記接合面（ＡＦ）上又は前記素子チップ（ＢＣ）上にバンプ（ＢＵ）を形成する工程
と、
　前記素子チップ（ＢＣ）を前記バンプ（ＢＵ）を利用したフリップチップ処理により接
合し、前記バンプ（ＢＵ）は前記素子チップが対応する支持フレーム（ＳＲ）上に載置さ
れるように崩壊又は変形する工程であって、前記フレーム構造体（ＲＳ）は平坦化後の前
記支持フレーム（ＳＲ）の高さが接合後の変形又は崩壊した前記バンプ（ＢＵ）の高さに
一致するように平坦化されている工程と、
　前記素子チップ（ＢＣ）の底面端部と前記支持フレーム（ＳＲ）との間の結合領域をシ
ール材で覆う工程と、
を有することを特徴とする素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記フレーム構造体を形成する工程は前記支持フレーム（ＳＲ）が前記キャリア基板（
ＴＳ）上にリソグラフィにより形成されるように電解レジスト（ＧＲ）からなる成形マス
クを設ける工程から構成され、前記キャリア基板の全表面に積層された金属成長層（ＷＳ
）は電解を利用して補強されることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記結合領域を覆う工程は、前記シール材が前記素子チップ（ＢＣ）の背面上及び前記
支持フレーム（ＳＲ）上を覆うように、前記シール材として熱可塑性樹脂から構成される
ラミネートフィルム（ＬＦ）を全構成上にラミネートする工程から構成されることを特徴
とする請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ラミネートする工程の後に、前記ラミネートフィルム（ＬＦ）を各素子チップ（Ｂ
Ｃ）に対してフレーム形状の領域及び前記支持フレーム（ＳＲ）が露出させられる領域を
除去する工程と、その後に金属層を全表面に積層する工程とを更に有することを特徴とす
る請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記結合領域の少なくとも前記素子チップ（ＢＣ）の端部と前記支持フレーム（ＳＲ）
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とに濡れ層を形成する工程と、前記結合領域をシールする金属層がそこに形成されるよう
に溶融金属を前記濡れ層に到達させる工程とを更に有することを特徴とする請求項９又は
１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記濡れ層（ＢＳ）を形成する工程はＴｉ／Ｃｕ／Ａｕ配列層を積層する工程から構成
されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記溶融金属はディップ法で積層されるか又は定在波で積層されることを特徴とする請
求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記金属はプラズマスプレー法で積層されることを特徴とする請求項１３又は１４に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記素子チップ（ＢＣ）の背面は、背面に積層された樹脂層の援助により、前記溶融金
属によるコーティングから保護されていることを特徴とする請求項１３ないし１６の何れ
か１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記溶融金属と前記濡れ層（ＢＣ）とは前溶融金属の融点よりも高い融点を示す合金を
形成することを特徴とする請求項１３ないし１７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記素子にカバーフィルムをラミネートする工程を更に有し、前記カバーフィルムのキ
ャリア基板（ＴＳ）上の全高は前記素子チップ（ＢＣ）の背面の高さよりも高く設定され
、前記ラミネートされたカバーフィルムは平坦化されることを特徴とする請求項９ないし
１８の何れか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記カバーフィルム（ＡＦ）をラミネートする工程は、ラミネートした後に熱で硬化す
るＢ状態の樹脂材料から構成された熱で変形可能なカバーフィルムを利用するか、又は熱
可塑性樹脂材料から構成されたカバーフィルムを利用する工程から構成されることを特徴
とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　支持要素を前記支持フレーム（ＳＲ）と並行して共通の工程で形成する工程を更に有し
、前記支持要素（ＳＥ）は前記支持フレーム内に位置して前記支持フレームと同一の高さ
を有し、前記支持要素は前記素子チップ（ＢＣ）が素子構造体（ＢＥＳ）に固定されない
面領域を有して前記支持要素上に載置するように配置されることを特徴とする請求項９な
いし２０の何れか１項に記載の方法。
【請求項２２】
　支持要素を前記支持フレーム（ＳＲ）と並行して共通の工程で形成する工程を更に有し
、前記支持要素（ＳＥ）は前記支持フレーム内に位置して前記支持フレームと同一の高さ
を有し、前記素子チップ（ＢＣ）の接合の後に、前記支持要素の一部により、前記素子構
造体と前記金属接合面との間の電気的接続が前記キャリア基板上に形成されることを特徴
とする請求項９ないし２１の何れか１項に記載の方法。
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